
高知ケーブルテレビ㈱ 一般事業主行動計画 

 

 

高知ケーブルテレビ株式会社は、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両

立を可能にする働きやすい雇用環境の実現を図るため、次のように一般事業主行動計画を

策定する。 

 

１．計画期間 令和 １年１2月 １日 ～ 令和 ６年１１月３0日までの ５年間 

２．内容 

【妊娠中の労働者及び子育てを行なう労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援す

るための雇用環境の整備】 

 

 

 

 

 

＜目標を達成するための方策と実施時期＞ 

 ●令和 １年１２月  従業員への育児休業制度等について規程およびリーフレットを

用いて子育て目的の休暇を周知する。 

 ●令和 ２年 １月  社内ミーティングの際に、従業員の希望や疑問および意見を確

認し、子育て目的の休暇等取得時における職場協力体制の構築

を検討開始する。 

 ●令和 ２年１２月  子育て目的の休暇等取得時における職場協力体制を整備し、仕

事と子育てを両立して働きやすい環境を作り、男性の子育て目

的の休暇の取得を促進していく。 

 ●令和 ３年１２月  男性の子育て目的の休暇の取得状況等を確認し、問題点を改善

して、さらなる仕事と子育てを両立して働きやすい環境を作る。 

             

目標１：男性の子育て目的の休暇の取得を促進する 


